
　
「
吉
田
文
書
」の「
御
山
誓
紙
案
文
」

の
続
き
を
紹
介
す
る
。

　
【
一
、
御
山
の
諸
木
生
出
候
所
、
野

山
に
至
る
迄
、
焼や

き
は
た畠
に
仕
り
間
敷
く
候
。

並
び
に
屋
敷
廻
り
、
里
山
に
て
も
御
山

に
相
成
る
べ
き
地
所
は
、
御
目
に
懸か

け

申
す
べ
き
事
。】

　

文
意
は
、
立
木
の
あ
る
山
や
野
山
で

の
焼
畑
は
禁
止
。
屋
敷
の
周
囲
や
里
山

で
、
植
林
可
能
な
場
所
は
注
意
深
く
見

守
る
こ
と
、
で
あ
る
。

　
【
一
、
御お

と
め
や
ま

留
山
に
入
り
候
者
、
私
共

並
び
に
村
中
の
者
共
見
届
け
詮せ

ん
ぎ議
を
遂

げ
候
節
、
剛ご

う
ぎ儀
に
及
び
候
者
こ
れ
有
り

候
は
ば
、
指
し
留
め
置
き
御
注
進
申
し

上
ぐ
べ
く
候
事
。】

　

留
山
は
、
山
林
育
成
の
た
め
伐
採
禁

止
の
山
、
立
入
禁
止
の
山
。
私
共
は
、

村
役
人
を
指
す
。
詮
議
は
取
調
べ
る
こ

と
。
剛
儀
は
強
情
、
頑が

ん
こ固
な
こ
と
で
あ

る
。
文
意
は
、
留
山
へ
の
侵
入
者
が
村

の
取
調
べ
に
反
抗
的
、
横
暴
な
態
度
を

取
る
場
合
、
そ
の
場
に
留
め
役
所
に
通

報
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
侵
入
者
が
従

順
で
あ
れ
ば
、
鎌
な
ど
の
刃
物
を
没
収

し
、
身
元
や
事
実
確
認
し
て
帰
宅
さ
せ

て
い
た
。

　
【
一
、
連
々
仰
せ
付
け
ら
れ
候
、
御

山
方
御
法は

っ
と度
の
趣お

も
む
き
、
堅
く
相
守
り
御

用
の
外
一
切
御
山
に
入
込
み
申
す
間
敷

く
候
。
こ
の
節
大お

お
じ
ょ
う
や

庄
屋・村
庄
屋・組
頭・

山
ノ
口
・
小
百
姓
・
名な

ご子
・
荒あ

ら
し
こ

仕
子
・

諸
牢
人
・
遊
民
ま
で
十
一
歳
以
上
誓
紙

血
判
仰
せ
付
け
ら
れ
候
上
は
、
重

ち
ょ
う
じ
ょ
う畳
御

山
方
御
法
の
次
第
、
堅
く
相
守
り
申
す

べ
き
事
。】

　

連
々
は
度た

び
た
び々

の
意
で
、
御
用
は
役
所

の
用
事
や
入
用
の
こ
と
。
大
庄
屋
は
、

郡
役
所
の
下
で
20
～
35
カ
村
を
管か

ん
か
つ轄

し
、

庄
屋
へ
の
法
令
伝
達
や
訴
訟
の
調
整
、

年
貢
や
夫
役
の
割
付
け
な
ど
を
行
っ
た
。

重
畳
は
重
ね
重
ね
の
意
で
あ
る
。

　
【
一
、
他
村
抱
き
御
山
・
古
野
そ
の

外
宮
山
・
御
証
文
山
・
四し

へ
き壁

た
り
共
、

当
村
御
山
内
同
前
に
麁そ

ま
つ末
仕
り
間
敷
く

候
事
。】

　
村
抱
き
は
、
村
域
の
こ
と
で
あ
る
。

　
【
一
、
藪や

ぶ
つ
ぼ
ぎ
ん

坪
銀
相
納
め
候
藪
の
外
、

一
切
御
用
の
外
、
竹
山
に
入
り
込
み
申

す
間
敷
く
候
。
生
出
の
竹
の
子
た
り
共
、

堅
く
取
り
申
す
間
敷
く
候
事
。】

　
藪
坪
銀
は
、
竹
藪
に
掛
け
た
税
金
。

　
【
一
、
隠
れ
大お

が鋸
・
木こ

び
き挽

仕
り
間
敷

く
候
。
万
一
、
隠
れ
材
木
仕
立
て
候
者

こ
れ
有
り
候
は
ば
、
早
速
御
注
進
仕
る

べ
く
候
事
。】

　

大
鋸
・
木
挽
は
、
製
材
す
る
職
人
、

又
は
そ
の
行
為
で
あ
る
。

　
【
一
、
御
山
御
法
誓
紙
前
書
の
趣
き
、

人
別
庄
屋
元
へ
呼
び
寄
せ
委く

わ
し
く敷
申
し
渡

し
、
誓
紙
血
判
仕
ら
せ
、
庄
屋
・
組
頭
・

山
ノ
口
立
合
い
見
届
け
、指
し
上
げ
候
事
。】

　
人
別
は
、
人
別
帳（
戸
籍
簿
）に
記
載

の
村
民
を
指
す
。
文
意
は
、
庄
屋
屋
敷

に
村
民
を
招
集
し
、
誓
紙
前
書
の
内
容

を
委
し
く
説
明
し
、
村
役
人
の
面
前
で

血
判
を
押
し
た
山
方
誓
紙
を
、
役
所
に

提
出
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
条
文

で
前
書
が
終
わ
る
。
続
け
て
、【
右
前
書

の
條
々
相
背
く
に
於
い
て
は
】と
記
す
。

こ
の
後
に
神
文
、
村
民
の
血
判
を
押
し

た
連
署
が
続
く
の
で
あ
る
。

　

御
山
誓
紙
は
、
毎
年
春
ま
で
に
作
成

し
、
山
奉
行
の
巡
回
視
察
の
と
き
に
提

出
し
、
郡
役
所
に
保
管
さ
れ
た
。
こ
れ

ま
で
紹
介
し
た
前
書
の
条
文
は
、
内
容

変
更
も
無
く
長
期
間
使
用
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

　

最
後
に
罰
則
規
定
を
紹
介
す
る
。
御

山
に
不
法
侵
入
の
場
合
、
携
帯
の
鎌
１

具
に
つ
き
杉
や
松
を
３
０
０
本
の
植
林
、

鉈な
た

・
斧お

の

の
と
き
は
６
０
０
本
の
植
林
が

科
せ
ら
れ
た
。
薪
採
取
の
場
合
は
１
把

に
つ
き
60
文
程
度
の
罰
金
で
あ
っ
た
。

つ
づ
く

古
文
書
で
探
る
庶
民
の
く
ら
し

　
　
―
御お

や
ま山

誓せ
い
し紙

②
―

岡
垣
歴
史
文
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研
究
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